
　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条において準用する同法第

２４３条の３第１項及び熊本県後期高齢者医療広域連合財政状況の公表に関する

条例（平成１９年３月２７日条例第２２号）第２条の規定により、熊本県後期高

齢者医療広域連合財政状況を別紙のとおり公表する。
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当初予算額 補正予算額 配当替額 予算現額 収入済額
収入率
(%)

1
分担金及び
負 担 金

287,922,000 0 0 287,922,000 287,922,000 100.0

2 繰 越 金 10,000,000 13,820,000 0 23,820,000 23,820,378 100.0

3 諸 収 入 658,000 66,000 0 724,000 1,438,226 198.7

298,580,000 13,886,000 0 312,466,000 313,180,604 100.2

当初予算額 補正予算額
予算流用・
予備費充当額 予算現額 支出済額

執行率
(%)

1 議 会 費 2,441,000 0 0 2,441,000 1,052,336 43.1

2 総 務 費 295,139,000 5,293,000 0 300,432,000 280,535,348 93.4

3 予 備 費 1,000,000 8,593,000 0 9,593,000 0 0.0

298,580,000 13,886,000 0 312,466,000 281,587,684 90.1

１　まえがき

　ここに公表する「財政状況」は、熊本県後期高齢者医療広域連合の予算の執行状況を示
したものです。
　熊本県民の皆様に本広域連合の財政事情をお知らせすることで、主要な施策や財政運営
についての御理解と御協力をいただくために、毎年５月と１１月に公表しています。
　今回は、令和６年度における一般会計及び後期高齢者医療特別会計の予算について、令
和７年３月３１日現在の執行状況を公表します。
　なお、各会計予算とも令和７年４月１日から令和７年５月３１日までの出納整理期間中
の収入と支出の処理を行いますので、今回公表する内容と決算額は異なりますことを予め
御了承ください。

２　令和６年度一般会計予算の執行状況（令和７年３月３１日現在）

（単位：円）

(１) 歳入
　一般会計の歳入は、県内４５市町村から四半期ごとに支払われる事務費負担金のほか、
令和５年度決算に伴う繰越金などになります。

【歳入執行状況】
（単位：円）

歳出合計

款

(２) 歳出
　一般会計の歳出は、広域連合の事務所や機器等の維持管理に係る経費などになります。
　主な支出は、広域連合職員の派遣元団体への給与等に係る負担金や、広域連合の事務所
使用料などとなります。

款

歳入合計

【歳出執行状況】



当初予算額 補正予算額 配当替額 予算現額 収入済額
収入率
(%)

1 市 町 村 支 出 金 56,288,272,000 △144,930,000 0 56,143,342,000 52,834,516,526 94.1

2 国 庫 支 出 金 108,112,458,000 789,596,000 0 108,902,054,000 103,454,810,376 94.9

3 県 支 出 金 26,938,854,000 △586,961,000 0 26,351,893,000 26,351,891,003 99.9

4 支払基金交付金 121,727,347,000 0 0 121,727,347,000 111,228,597,428 91.4

5
特別高額医療費
共同事業交付金

142,618,000 0 0 142,618,000 142,676,290 100.0

6 繰 越 金 5,200,300,000 4,308,790,000 0 9,509,090,000 9,509,090,993 100.0

7
県 財 政 安 定 化
基 金 借 入 金

1,000 0 0 1,000 0 0.0

8 諸 収 入 372,383,000 16,095,000 0 388,478,000 366,227,359 94.3

318,782,233,000 4,382,590,000 0 323,164,823,000 303,887,809,975 94.0歳入合計

３　令和６年度後期高齢者医療特別会計予算の執行状況（令和７年３月３１日現在）

(１) 歳入
　特別会計の歳入は、医療給付に充てるために「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき支払
われる市町村や国、県、社会保険診療報酬支払基金からの負担金等が中心となっています。
　令和６年度における主な収入は、定率の公費負担分となる療養給付費負担金や、若年世代からの
支援金として社会保険診療報酬支払基金から支払われる後期高齢者交付金、市町村からの保険料等
負担金等となっており、これらは各月毎に分けて支払われています。

【歳入執行状況】
（単位：円）

款



当初予算額 補正予算額
予算流用・
予備費充当額 予算現額 支出済額

執行率
(%)

1 総 務 費 1,067,454,000 8,434,000 0 1,075,888,000 650,202,353 60.4

2 保 険 給 付 費 313,949,778,000 24,960,000 0 313,974,738,000 283,881,710,219 90.4

3
県 財 政 安 定 化
基 金 拠 出 金

1,000 0 0 1,000 0 0.0

4
特別高額医療費共
同 事 業 拠 出 金

151,218,000 1,177,000 0 152,395,000 141,442,086 92.8

5 支払基金拠出金 198,689,000 2,440,000 0 201,129,000 0 0.0

6 保 健 事 業 費 1,212,479,000 △30,182,000 0 1,182,297,000 492,803,429 41.7

7 公 債 費 1,000 0 0 1,000 0 0.0

8 諸 支 出 金 1,038,734,000 3,102,989,000 0 4,141,723,000 4,133,869,761 99.8

9 予 備 費 1,163,879,000 1,272,772,000 0 2,436,651,000 0 0.0

318,782,233,000 4,382,590,000 0 323,164,823,000 289,300,027,848 89.5

款

歳出合計

(２) 歳出
　特別会計の歳出は、保険給付費が中心となっており、内訳は病気や怪我による通常の診察や、
薬剤の支給等を対象とする療養給付費のほか、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、葬祭
費、審査支払手数料等となっています。
　保険給付費以外の支出では、総務費として各種業務の委託や制度の運用に要した費用を、保健
事業費として保健指導、健診関連の事業に要した費用を支出しました。
　また、諸支出金は、令和５年度後期高齢者医療給付費国庫負担金の額の確定に伴う償還金等と
なっています。

【歳出執行状況】
（単位：円）



４　財産、地方債及び一時借入金の状況

(１) 財産

①公有財産

区　　分 令和６年９月末現在 令和７年３月末現在 増　　減

該当なし － － －

②物品

区　　分 令和６年９月末現在 令和７年３月末現在 増　　減

情報資産管理システム
(ｻｰﾊﾞｰ・ﾈｯﾄﾜｰｸ機器)

一式 － △一式

③債権

区　　分 令和６年９月末現在 令和７年３月末現在 増　　減

該当なし － － －

④基金

区　　分 令和６年９月末現在 令和７年３月末現在 増　　減

該当なし － － －

(２) 地方債

(３) 一時借入金

　令和６年度下半期における地方債の借入実績及び現在高はありません。

　令和６年度の一時借入金限度額は２００億円となっていますが、令和６年度下半期に
おける借入実績及び現在高はありません。

※取得単価が１件１００万円以上の備品のみを重要備品として掲載しています。



５　一般会計歳入歳出の構成状況　（令和７年３月３１日現在）

一般会計歳入合計額　 一般会計歳出合計額　
　３１３，１８０千円 　２８１，５８８千円

６　特別会計歳入歳出の構成状況　（令和７年３月３１日現在）

特別会計歳入合計額　 特別会計歳出合計額　
　３０３，８８７，８０９千円 　２８９，３００，０２８千円
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